
返礼品提供事業者
業務委託事業者
（株）さとふる

八潮市
（商工観光課・企画経営課）

　     八潮市ふるさと納税返礼品の選定・サイト掲載までの流れ     【R６.４.1】

①返礼品の相談・提案

・返礼品提供希望  

・商品の内容等の説明   

③市のヒアリング対応

・事業所概要、商品説明

・商品写真、カタログ等

②返礼品採用等の概略説明

・提供事業者の要件

・返礼品としての要件

③提供事業所訪問

 ・商品内容、製造現場の確認

・「提案書」の作成・提出を依頼

 ・国に地場産品類型、付加価値確認

⑤提供事業者から「提案書」受理

・選定委員会開催準備

●さとふるに提案事業所の情報提供

・事業者からの提案書送信

 ・事業者との事前の調整を依頼

④市へ「提案書」を提出

・返礼品提供事業者要件

及び返礼品選定要件を

満たした場合

⑥提供事業者との事前調整
●寄附申し込み・返礼品の発注、

配送、支払い等の説明し同意を

得る。

●八潮市で採用が決定された後に

システムへ以下の情報の登録を

依頼

・事業者情報

・取引基本契約及び特約の承諾

・返礼品情報登録

・返礼品画像登録

●事業者からの疑問等への対応等

※システム入力（情報登録）は

市が採用を決定した後に開始。

ただし、不採用になったときは

登録した内容が無効になること

を了承した場合には採用決定前

の入力も可能。

➈提供事業者へシステムへの入力

依頼

・返礼品の採用決定後、提供事

業者へシステム入力（情報登

録）を依頼

⑩システム入力内容の確認

・提供事業者の入力(情報登録）

内容を確認し八潮市に承認を

依頼

⑦返礼品選定委員会による審議

●採用・不採用の決定

・選定委員会の審議結果等をもとに

採用又は不採用を決定

・さとふるの調整状況を確認し提供

事業者へ採用または不採用の通知

を発送

➈システムへの情報登録

・市が採用を決定後さと

ふるとの調整を行いな

がらシステム入力（情

報登録）を実施

⑧さとふるへの情報提供

・採用等が決定された旨を伝えサイ

トへの掲載準備を依頼

⑥さとふるとの事前の調整

・寄附申し込み・返礼品

の発注、配送、決済方

等について同意

⑪システム（情報登録）の内容を市が

承認

※市の承認後、サイトへ掲載

●返礼品提供事業者の情報収集

●ふるさと納税返礼品サイトへの掲載

・さとふる ・ふるさとチョイス ・楽天ふるさと納税

①返礼提供事業者の情報提供

・返礼品提供希望  

・商品の内容等の説明     



１．返礼品の適否確認項目：八潮市ふるさと納税返礼品選定業務実施手順の「別記」の内容

２．地場産品とは：総務省告示第179号第5条に掲げる地場産品基準に基づく類型における主な条件

　●返礼品の価格は「消費税」込みで寄附額の３０%以下です。
   　※ 例：10,000円の寄附に対応する返礼品の価格は「消費税」を含めて３，０００円以下で、
         　 事業者が定める価格となり、寄附額は商品の価格を基に計算されます。  

　●返礼品価格の上限額は「消費税」込みで60,000円で、200,000円の寄附に対応します。

    ただし、資産性が高い返礼品と判断される場合は、50,000円未満とします。

　 　※ 返礼品は、寄附額とともにウェブサイト上に掲載されますが、価格は表示されません。

  ア 公序良俗に反するもの

(4)安定的に供給できる商品等ですか（季節により提供できる量に著しい変動があるものであっ
 　て、あらかじめその旨の申出がある場合はこの限りでない）

◎　委託事業者による当該商品等の取扱いに関し同意しますか。

(１)　返礼品提供事業者の資格に該当しますか

〇八潮市内に事業所を有する法人又は個人であること

〇市税の納税義務があり、現在、滞納がないこと

○暴力団には、関係していないこと

(２)　返礼品選定要領の別表第１に定める要件を全て満たしていますか。

(1)市内で生産、加工又は提供(サービスのみ)されている商品等ですか。
　 また、国等が示す返礼品の基準に該当しますか

(2)地域と産業の振興に寄与する商品等ですか

(3)返礼品提供事業者は商品等の適正な品質管理等に努め、事業者の責任において提供できますか

(5)商品等は、以下に該当していないこと

賛否

適否

　イ 性風俗業関連のもの

　ウ 宗教・政治等に関し特定の主義、主張等を行う者に関連するもの

　エ 八潮市暴力団排除条例第２条第１号の暴力団、同条第２号の暴力団員若しくは同条第３号の暴力団

     関係者が関与するもの

　オ ふるさと納税の趣旨に反するとして国等から通知されたもの

３．返礼品の価格について

適否

　カ 医薬品等で効能等、使用による個人差があり、一般的な判断が困難なもの

　キ その他返礼品として不適切と考えられるもの

〇　一の返礼品提供事業者においては、返礼品の採用決定数が１０（色又は柄等に違いがある

    場合はそれを一の商品等とみなすものとし、返礼品の採用決定数は１５）以下ですか。

１．当該地方団体の区域内において生産されたものであること。

２．当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。

    ・当該原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該原材料を用いて作られる加工品等

  の重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該原材料によるものであること等に

より判断します。

３．当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことに

より相応の付加価値が生じているものであること。

  ・当該工程が「主要な部分」と言えるかどうかについては、当該工程を経て完成した当該返礼品等の

重量や付加価値のうち、半分を一定程度以上上回る割合が当該工程によるものであること等により

判断します。

◇その他のケースについては、「総務省告示第179号第５条に掲げる地場産品基準」に基づき適宜判断


